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議案第１０３号 

八潮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

１ 趣 旨 

児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるための制定 

 

２ 内 容 

⑴ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、国の基準に準じて、

次のとおりとする。 

章（節） 主な項目 

総則 

最低基準の目的・向上 

最低基準と乳児等通園支援事業者 

乳児等通園支援事業者の一般原則 

乳児等通園支援事業者と非常災害 

安全計画の策定等 

自動車を運行する場合の所在の確認 

乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件 

乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等 

他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び

職員の基準 

利用乳幼児を平等に取り扱う原則 

虐待等の防止 

衛生管理等 

食事 

 乳児等通園支援事業所内部の規程 

 乳児等通園支援事業所に備える帳簿 

秘密保持等 

 苦情への対応 

乳児等通園支援事

業（通則） 
乳児等通園支援事業の区分 

乳児等通園支援事

業（一般型乳児等通

園支援事業） 

設備の基準 

職員 

乳児等通園支援の内容 

保護者との連絡 
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乳児等通園支援事

業（余裕活用型乳児

等通園支援事業） 

設備及び職員の基準 

雑則 電磁的記録 

⑵ 次の事項について、市独自に定める。 

市及び事業者が、乳児等通園支援事業から暴力団を排除するための措置

を講ずる規定を設ける。（第２８条関係） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

公布の日。ただし、３⑵は、令和８年４月１日 

⑵ 八潮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正 

規定の整備 
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議案第１０４号 

八潮市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

１ 趣 旨 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定めるための制定 

 

２ 内 容 

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、国の基準に準じて、次の

とおりとする。 

章（節） 主な項目 

総則 一般原則 

特定乳児等通園支援事業

者の運営に関する基準 

（利用定員に関する基準） 

利用定員に関する基準 

特定乳児等通園支援事業

者の運営に関する基準 

（運営に関する基準） 

面談 

正当な理由のない提供拒否の禁止 

あっせん及び要請に対する協力 

乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認 

乳児等支援給付認定の申請に係る援助 

心身の状況等の把握 

特定教育・保育施設等との連携 

特定乳児等通園支援の提供の記録 

支払 

乳児等支援給付費の額に係る通知等 

特定乳児等通園支援の取扱方針 

特定乳児等通園支援に関する評価等 

相談及び援助 

緊急時等の対応 

乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知 

 

運営規程 

勤務体制の確保等 

利用定員の遵守 

掲示等 

乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則 
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虐待等の禁止 

秘密保持等 

情報の提供等 

利益供与等の禁止 

苦情解決 

地域との連携等 

事故発生の防止及び発生時の対応 

会計の区分 

記録の整備等 

雑則 電磁的記録等 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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議案第１０５号 

八潮市部設置条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  多様化する行政課題に迅速かつ的確に対応できる行政組織とするための改

正 

 

２ 内 容 

⑴ 部の名称の変更（第１条、第２条関係） 

    現 行      改正後 

   子ども家庭部 → こども家庭部 

⑵ 生活安全部の分掌事務のうち交通政策に関することを都市整備部に移管

する。（第２条関係） 

⑶ 市民活力推進部の分掌事務のうち消費に関することを生活安全部に移管

する。（第２条関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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議案第１０６号 

八潮市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  八潮市認可外保育施設審議会及び八潮市立保育所入所選考委員会を廃止す

るための改正 

 

２ 内 容 

  八潮市認可外保育施設審議会及び八潮市立保育所入所選考委員会を廃止す

る。 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   公布の日 

 ⑵ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正 
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議案第１０７号 

八潮市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  市長の事務部局の職員及び教育委員会の事務部局の職員の定数を増員する

等するための改正 

   

２ 内 容 

⑴ 職員の定数の増員（第２条関係） 

                 現 行    改正後 

   市長の事務部局の職員    ５３５人 → ５５０人 

   教育委員会の事務部局の職員   ６２人 →  ６３人 

 ⑵ 定数に含めないこととした職員に係る取扱いの改正（第２条関係） 

   育児休業をしている等の理由により定数に含めないこととした職員が復

職等することにより定数を超えるときは、１年を超えない期間に限り、当

該職員を定数に含めないことができることとする。 

⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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議案第１０８号 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  職員の給与の改定を考慮し、議会の議員の期末手当の支給割合を改定する

ための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．０５月分引上げとし、令和７年度は１２月期の支給割合

を、令和８年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和７年度（現行） ２．３００ ２.３００ ４.６０（月分） 

令和７年度（改定後） 改定なし ２.３５０ ４.６５（月分） 

令和８年度以降 ２．３２５ ２.３２５ ４.６５（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  令和７年度分は公布の日、令和８年度以降分は令和８年４月１日 

⑵ 適用日 

   令和７年度分は、令和７年１２月１日 
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議案第１０９号 

市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  職員の給与の改定を考慮し、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割

合を改定するための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．０５月分引上げとし、令和７年度は１２月期の支給割合

を、令和８年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和７年度（現行） ２．３００ ２.３００ ４.６０（月分） 

令和７年度（改定後） 改定なし ２.３５０ ４.６５（月分） 

令和８年度以降 ２．３２５ ２.３２５ ４.６５（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 令和７年度分は公布の日、令和８年度以降分は令和８年４月１日 

 ⑵ 適用日 

   令和７年度分は、令和７年１２月１日 
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議案第１１０号 

八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  国家公務員の人事院勧告を考慮し、職員の給与を改定するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 給料表の改定（別表第１関係） 

初任給を引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、その他の職員

についても給料表の引上げ改定を行う。 

① 初任給の引上げ 

 ア 大学卒 ２３７，６００円（＋１２，０００円） 

 イ 短大卒 ２２５，６００円（＋１２，０００円） 

 ウ 高校卒 ２１３，１００円（＋１２，１００円） 

② 給料表の改定率等 

 引上げ額 改定率 

全体（平均） １０，８１２円 ３．０３％ 

     １級（平均） １１，００３円 ４．７１％ 

     ２級（平均） ９，５１８円 ３．３８％ 

     ３級（平均） ９，７９０円 ３．０３％ 

     ４級（平均） １０，４７０円 ２．９０％ 

     ５級（平均） １０，８５４円 ２．８６％ 

     ６級（平均） １１，１７８円 ２．７７％ 

     ７級（平均） １１，９４０円 ２．７２％ 

     ８級（平均） １２，９６６円 ２．７９％ 

⑵ 通勤手当の改定（第１０条関係） 

自動車等使用者における通勤手当について、片道１０キロメートル以上

の距離区分の手当額の改定を行う。 

距離区分 

（片道） 
現行 改定後 

１０キロメートル以上 

１５キロメートル未満 
７，１００円 ７，３００円 

１５キロメートル以上 

２０キロメートル未満 
１０，０００円 １０，４００円 

２０キロメートル以上 

２５キロメートル未満 
１２，９００円 １３，５００円 
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２５キロメートル以上 

３０キロメートル未満 
１５，８００円 １６，６００円 

３０キロメートル以上 

３５キロメートル未満 
１８，７００円 １９，７００円 

３５キロメートル以上 

４０キロメートル未満 
２１，６００円 ２２，８００円 

４０キロメートル以上 

４５キロメートル未満 
２４，４００円 ２５，９００円 

４５キロメートル以上 

５０キロメートル未満 
２６，２００円 ２９，１００円 

５０キロメートル以上 

５５キロメートル未満 
２８，０００円 ３２，３００円 

５５キロメートル以上 

６０キロメートル未満 
２９，８００円 ３５，５００円 

６０キロメートル以上 ３１，６００円 ３８，７００円 

⑶ 宿日直手当の改定（第１７条関係） 

  勤務１回に係る支給額の改定を行う。 

   現 行      改定後 

  ４，４００円 → ４，７００円 

⑷ 期末手当・勤勉手当の改定（第１７条の２、第１７条の５関係） 

総支給割合を０．０５月分引上げとし、令和７年度は１２月期の支給割

合を、令和８年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次の

とおりとする。 

① 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和７年度 

（現行） 

期末手当 １．２５０ １．２５０ ２．５００ ４．６０

（月分） 勤勉手当 １．０５０ １．０５０ ２．１００ 

令和７年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし １．２７５ ２．５２５ ４．６５

（月分） 勤勉手当 改定なし １．０７５ ２．１２５ 

令和８年度 

以降 

期末手当 １．２６２５ １．２６２５ ２．５２５ ４．６５

（月分） 勤勉手当 １．０６２５ １．０６２５ ２．１２５ 

② 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和７年度 

（現行） 

期末手当 １．０５０ １．０５０ ２．１００ ４．６０

（月分） 勤勉手当 １．２５０ １．２５０ ２．５００ 
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令和７年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし １．０７５ ２．１２５ ４．６５

（月分） 勤勉手当 改定なし １．２７５ ２．５２５ 

令和８年度 

以降 

期末手当 １．０６２５ １．０６２５ ２．１２５ ４．６５

（月分） 勤勉手当 １．２６２５ １．２６２５ ２．５２５ 

③ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和７年度 

（現行） 

期末手当 ０．７００ ０．７００ １．４００ ２．４０

（月分） 勤勉手当 ０．５００ ０．５００ １．０００ 

令和７年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし ０．７２５ １．４２５ ２．４５ 

（月分） 勤勉手当 改定なし ０．５２５ １．０２５ 

令和８年度 

以降 

期末手当 ０．７１２５ ０．７１２５ １．４２５ ２．４５ 

（月分） 勤勉手当 ０．５１２５ ０．５１２５ １．０２５ 

④ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和７年度 

（現行） 

期末手当 ０．６００ ０．６００ １．２００ ２．４０

（月分） 勤勉手当 ０．６００ ０．６００ １．２００ 

令和７年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし ０．６２５ １．２２５ ２．４５ 

（月分） 勤勉手当 改定なし ０．６２５ １．２２５ 

令和８年度 

以降 

期末手当 ０．６１２５ ０．６１２５ １．２２５ ２．４５ 

（月分） 勤勉手当 ０．６１２５ ０．６１２５ １．２２５ 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

公布の日。ただし、２⑷の令和８年度以降に係る部分は令和８年４月１ 

  日 

⑵ 適用日 

２⑴～⑶は令和７年４月１日、２⑷の令和７年度に係る部分は令和７年 

１２月１日 
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議案第１１１号 

八潮市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  こども医療費の受給資格に係る規定の整備をするための改正 

 

２ 内 容 

  こども医療費の受給資格に係る規定の整備 

 ⑴ 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費助成を受けている者を支給

の対象外とすることを明確化する。（第２条関係） 

 ⑵ 受給資格者の要件に日本国内に住所を有することを加える。（第２条関

係） 

 ⑶ 対象となるこどもの保護者同士の生計が同じでない場合であって、一方

の保護者のみこどもと同居し生計を同じくしている場合、その者を生計維

持者とみなして受給資格者とすることとする。（第４条関係） 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第１１２号 

八潮市子ども・子育て支援審議会条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  児童福祉法の一部改正に伴い、八潮市子ども・子育て支援審議会の所掌事

務に乳児等通園支援事業の認可に関すること等を加えるための改正 

 

２ 内 容 

審議会の所掌事務に乳児等通園支援事業の認可に関すること等を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第１１３号 

八潮市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

１ 趣 旨 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、地域

型保育事業の利用乳幼児の健康診断の取扱いを改める等するもの 

 

２ 内 容 

⑴ 児童福祉法の一部改正に伴う引用条項の整備（第１２条関係） 

⑵ 地域型保育事業の利用乳幼児の健康診断の取扱いの改正（第１７条関係） 

地域型保育事業者に義務付けられている利用乳幼児に対する健康診断に

ついて、乳幼児健康診査等の内容が当該健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められ、その結果を当該事業者が把握するときは、当該健康診断の

全部又は一部を行わないことができることとする。 

⑶ 家庭的保育者の資格要件等の改正（第２３条、第２９条、第３１条、第

４４条、第４７条関係） 

地域限定保育士制度の一般制度化に伴い、家庭的保育者の資格要件等に

おいて、地域限定保育士を保育士とみなすこととする。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第１１４号 

八潮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、引用条項の整備等をするた

めの改正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 児童福祉法等の一部改正に伴う引用条項の整備 

 ⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第１１５号 

八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

１ 趣 旨 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

学童保育指導員の資格要件を改める等するもの 

 

２ 内 容 

 ⑴ 学童保育指導員の資格要件の改正（第１０条関係） 

 地域限定保育士制度の一般制度化に伴い、学童保育指導員の資格要件に 

おいて、地域限定保育士を保育士とみなすこととする。 

 ⑵ 児童福祉法の一部改正に伴う引用条項の整備（第１２条関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第１１６号 

八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  粗大ごみ等の手数料の額を改定するための改正 

 

２ 内 容 

粗大ごみ等の手数料の額を改定する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 粗大ごみ又は多量ごみの改定後の手数料には消費税及び地方消費税を含む。 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

令和８年４月１日 

⑵ 経過措置 

   改正後の規定は、施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について

適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の

例による。 

 現 行 改定後 

粗大ごみ又

は多量ごみ 

市長の指定

する場所へ

搬入する場

合 

１０キログラムにつき 

１５０円 

１０キログラムにつき 

２５０円（スプリング入

りマットレスが含まれて

いる場合は、１点につき

２，０００円を加算して

得た額） 

市が戸別収

集する場合 

市長の指定する場所へ搬

入する場合の手数料の額

に収集運搬料６００円を

加算して得た額 

市長の指定する場所へ搬

入する場合の手数料の額

に収集運搬料８００円を

加算して得た額 

事業活動によって生じ

た一般廃棄物 

１０キログラムにつき 

２１０円 

１０キログラムにつき 

３１５円 
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議案第１１７号 

八潮市知的障害者生活サポートセンター条例を廃止する条例 

 

１ 趣 旨 

  八潮市知的障害者生活サポートセンターを廃止するもの 

 

２ 内 容 

  八潮市知的障害者生活サポートセンターの廃止 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


